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■
厚
生
関
係
施
設

特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務

組
合
は
、
23
区
の
共
同
処
理

事
務
と
し
て
厚
生
関
係
施
設

（
更
生
施
設
、
宿
所
提
供
施

設
及
び
宿
泊
所
）
を
設
置
・

管
理
し
て
い
ま
す
。
厚
生
関

係
施
設
は
、
生
活
に
困
窮
し

て
い
る
方
や
居
所
に
困
っ
て

い
る
方
に
対
す
る
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
一
翼
を
担
う

も
の
で
す
。
現
在
、
生
活
保

護
法
に
基
づ
く
保
護
施
設
で

あ
る
更
生
施
設
7
施
設
（
男

性
単
身
5
施
設
、
女
性
単
身

2
施
設
）
及
び
宿
所
提
供
施

設
（
以
下
「
宿
提
」
と
い
い

ま
す
。）
8
施
設
並
び
に
社

会
福
祉
法
に
基
づ
く
宿
泊
所

4
施
設
の
合
計
19
施
設
を
設

置
・
管
理
し
て
い
ま
す
。

■
利
用
状
況

図
1
は
直
近
10
年
間
の
厚

生
関
係
施
設
入
所
者
数
（
※

1
）
を
示
し
た
も
の
で
す
。

令
和
7
年
度
は
、
厚
生
関
係

施
設
（
更
生
施
設
8
施
設
（（
社
福
）
特
別
区
社
会
福

祉
事
業
団
設
置
更
生
施
設
塩
崎
荘
を
含
む
。）
及
び
宿

提
8
施
設
並
び
に
宿
泊
所
3
施
設
）
合
計
で
1
3
1
1

世
帯
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

平
成
28
年
度
か
ら
受
入
れ
世
帯
数
は
対
前
年
度
比
で

減
少
を
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
令
和
4
年
度
は
増
加
に

転
じ
、
令
和
7
年
度
下
半
期
か
ら
年
度
末
の
宿
提
南
千

住
荘
廃
止
に
向
け
て
実
施
し
た
入
所
制
限
・
停
止
の
影

響
が
あ
る
も
の
の
、
引
き
続
き
令
和
7
年
度
も
概
ね
同

水
準
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
年
度
末
入
所
率
も

同
様
に
、
令
和
4
年
度
か
ら
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。

■
入
所
原
因

図
2
は
更
生
施
設
の
令
和
7
年
度
に
お
け
る
男
女
別

入
所
原
因
を
割
合
で
示
し
た
も
の
で
す
。
男
性
は
居
所

が
な
い
方
が
約
35
％
、
次
い
で
病
院
退
院
後
に
帰
来
先

が
な
い
方
が
約
28
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
女
性
は
居
所

が
な
い
方
が
約
半
数
を
占
め
、
次
い
で
退
院
後
に
帰
来

先
が
な
い
方
が
約
44
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
利

用
者
に
は
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
が
一
定
程
度
お

り
、
同
年
度
末
時
点
で
の
状
況
と
し
て
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
は
男
性
施
設
で
17
％
、
女
性
施
設
で

34
％
程
度
の
方
が
所
持
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
に
つ
い
て
は
、
男
性
施
設
で
8
％
、
女

性
施
設
で
3
％
程
度
の
方
が
そ
の
診
断
を
受
け
て
い
ま

す
。
近
年
精
神
疾
患
を
抱
え
る
方
の
割
合
が
増
え
る
傾

向
に
あ
り
、
地
域
で
の
居
宅
生
活
に
向
け
て
よ
り
適
切

な
支
援
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

図
3
は
宿
提
及
び
宿
泊
所
の
令
和
7
年
度
に
お
け
る

厚生関係施設の利用実績

※１　入所者数‥1年間に施設で新たに受け入れた世帯数
※２　令和元年度・2年度に宿所提供施設及び宿泊所の種別転換があり、宿提は5施設から9施設、宿泊
　　　所は7施設から4施設の体制となったことが、当該年度の入所実績の増減に大きく影響しています。
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入
所
原
因
を
割
合
で
示
し
た
も
の
で
す
。
現
在
、
宿
提

及
び
宿
泊
所
で
は
緊
急
一
時
保
護
事
業
を
実
施
し
、
居

所
を
喪
失
し
緊
急
対
応
を
要
す
る
世
帯
の
受
入
れ
等
を

行
っ
て
い
ま
す
。
受
入
れ
対
象
者
は
、
り
災
に
よ
り
居

所
を
失
っ
た
方
を
除
き
、
女
性
単
身
又
は
家
族
で
あ

り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
等
か
ら
の
暴
力
（
D
V
）
及
び
離

婚
・
親
族
不
和
な
ど
家
庭
内
の
問
題
で
緊
急
対
応
を
必

要
と
す
る
方
が
、
宿
提
で
33
％
、
宿
泊
所
で
は
61
％
程

度
を
占
め
て
い
ま
す
。
緊
急
一
時
保
護
事
業
で
の
施
設

の
利
用
期
間
は
原
則
3
か
月
で
す
が
、
利
用
期
間
を
延

長
し
た
世
帯
の
割
合
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

昨
年
度
も
前
年
比
4
％
増
加
し
て
50
％
程
度
と
な
り
、

短
期
で
の
自
立
が
困
難
な
世
帯
が
約
半
数
を
占
め
て
い

ま
す
。

■
厚
生
関
係
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
の
取
組
状
況

令
和
5
年
7
月
、
特
別
区
福
祉
主
管
部
長
会
は
「
厚

生
関
係
施
設
等
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て　

厚
生
関

係
施
設
再
編
整
備
計
画
（
平
成
31
年
度
～
40
年
度
）」

の
中
間
年
度
に
当
た
る
こ
と
か
ら
こ
の
計
画
の
見
直
し

を
行
い
、「
厚
生
関
係
施
設
再
編
整
備
計
画　

平
成
31

年
度
（
令
和
元
年
度
）
～
令
和
10
年
度
【
中
間
見
直
し

版
】」
を
取
り
ま
と
め
、
同
年
9
月
の
特
別
区
長
会
で

報
告
し
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
報
告
に
基
づ
き
、
同
年
11
月
特
別
区
福

祉
主
管
部
長
会
第
1
部
会
に
「
厚
生
関
係
施
設
の
サ
ー

ビ
ス
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
」（
以
下
「
検
討
委
員
会
」

と
い
い
ま
す
。）
が
設
置
さ
れ
、
令
和
4
年
度
増
加
に

転
じ
た
厚
生
関
係
施
設
の
入
所
率
の
さ
ら
な
る
向
上
の

た
め
の
具
体
的
な
取
組
の
検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
検
討
委
員
会
に
お
け
る
約
1
年
に
わ
た
る
検
討
を
経

て
、
最
終
的
に
、
検
討
結
果
（
報
告
書
）
が
、
令
和
7

年
3
月
の
特
別
区
福
祉
主
管
部
長
会
に
お
い
て
了
承
さ

れ
ま
し
た
。

（
主
な
検
討
結
果
と
取
組
状
況
）

•�

施
設
や
事
業
の
周
知
（
福
祉
事
務
所
の
要
請
に
基
づ

く
出
張
に
よ
る
説
明
会
の
実
施
）

　

�

➡�

福
祉
事
務
所
を
訪
問
し
、
厚
生
関
係
施
設
の
利
用

説
明
会
を
実
施
し
、
11
区
25
福
祉
事
務
所
、
延
べ

2
9
0
名
の
職
員
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

•�

施
設
・
事
業
の
周
知
（
福
祉
事
務
所
向
け
資
料
の
印

刷
・
製
本
に
よ
る
配
付
）

　

�

➡�

令
和
7
年
中
の
暫
定
版
の
発
行
を
経
て
、
こ
れ
ま

で
の
種
々
の
配
付
物
を
集
約
し
、
わ
か
り
や
す
く

内
容
を
刷
新
し
た
令
和
8
年
版
の
「
厚
生
関
係
事

業
の
ご
案
内
」
を
発
行
し
ま
し
た
。

•�

更
生
施
設
入
所
待
機
期
間
の
提
示

　

�

➡�

「
当
該
週
内
の
退
所
予
定
数
」
及
び
日
々
の
「
入

所
予
定
者
の
待
機
状
況
」
の
情
報
を
福
祉
事
務
所

に
毎
日
提
供
し
て
い
ま
す
。

•�

緊
急
一
時
保
護
事
業
の
入
所
調
整
に
係
る
聴
取
事
項

の
整
理

　

�

➡�

入
所
調
整
に
あ
た
り
聴
取
す
る
内
容
を
ま
と
め
た

「
入
所
調
整
シ
ー
ト
」
を
福
祉
事
務
所
に
提
供
し
、

本
シ
ー
ト
を
活
用
し
た
入
所
調
整
を
開
始
し
ま
し

た
。

•�

緊
急
一
時
保
護
事
業
の
入
所
・
利
用
延
長
期
間
の
見

直
し

　

�

➡�

入
所
か
ら
6
か
月
を
超
え
9
か
月
ま
で
の
利
用
に

つ
い
て
、
利
用
期
間
が
3
か
月
を
超
え
る
場
合
の

利
用
延
長
と
同
等
の
要
件
を
満
た
せ
ば
延
長
が
可

能
と
す
る
運
用
に
変
更
し
ま
し
た
。

•�
男
性
更
生
施
設
緊
急
対
応
枠
に
区
割
当
て
の
な
い
枠

の
追
加

　

�

➡�
現
行
の
各
区
1
枠
（
指
定
枠
）
の
ほ
か
に
、
さ
ら

に
需
要
が
あ
る
と
き
に
利
用
が
可
能
と
な
る
、
特

定
の
区
に
割
り
当
て
の
な
い
枠
（
自
由
枠
）
を
4

施
設
に
計
6
枠
追
加
し
ま
し
た
。

•�

宿
泊
所
の
生
活
保
護
受
給
世
帯
利
用

　

�

➡�

非
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
利
用
に
限
定
し
て
い
た

宿
泊
所
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
（
空
き
室
数

等
）
を
満
た
す
と
き
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
利
用

も
可
能
と
な
る
運
用
に
変
更
し
ま
し
た
。

■
取
組
の
継
続
と
検
証

昨
年
4
月
か
ら
順
次
取
組
が
開
始
さ
れ
、
今
月
概
ね

全
て
の
項
目
が
始
ま
っ
た
か
た
ち
と
な
り
ま
す
。
福
祉

事
務
所
の
要
請
に
基
づ
く
出
張
に
よ
る
説
明
会
に
つ
い

て
は
、
既
に
今
年
度
も
継
続
し
て
実
施
す
る
た
め
事
前

に
希
望
調
査
を
行
い
、
今
月
か
ら
随
時
説
明
会
を
実
施

し
て
い
く
予
定
で
す
。
そ
の
他
、
今
年
度
か
ら
制
度
変

更
・
運
用
方
法
の
変
更
が
ス
タ
ー
ト
し
た
取
組
も
あ

り
、
必
要
に
応
じ
て
取
組
状
況
や
施
設
の
利
用
状
況
を

分
析
・
検
証
し
、
取
組
内
容
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

■
再
編
整
備
計
画
の
進
捗

現
在
、「
厚
生
関
係
施
設
再
編
整
備
計
画　

平
成
31

年
度
（
令
和
元
年
度
）
～
令
和
10
年
度
」
に
基
づ
き
、

令
和
6
年
度
に
は
救
護
施
設
へ
の
転
換
に
伴
う
改
築
工

事
を
実
施
す
る
た
め
更
生
施
設
淀
橋
荘
を
廃
止
し
、
宿

提
淀
橋
荘
を
事
業
休
止
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和
7

年
度
末
を
も
っ
て
宿
提
南
千
住
荘
を
廃
止
し
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
、
昨
年
10
月
に
無
事
建
替
え
が
完
了
し
、

今
月
か
ら
宿
泊
所
高
浜
荘
が
装
い
新
た
に
事
業
を
再
開

し
ま
す
（
詳
し
く
は
次
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

各
区
福
祉
事
務
所
の
み
な
さ
ま
に
は
、
ご
不
便
を
お

か
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
特
別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
厚
生
部
）




